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各 位 

放⽣津⼋幡宮曳⼭･築⼭保存会 
会   四⽅ 正治 

新 湊 曳 ⼭ 協 議 会 
会   中 野  剛 

     
曳⼭巡⾏にかかる交通規制について 

 
⽇頃より、放⽣津⼋幡宮曳⼭・築⼭保存会並びに新湊曳⼭協議会の活動に格別のご⽀援、

ご協⼒を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、昨年 12 ⽉に放⽣津⼋幡宮祭の曳⼭・築⼭⾏事が、ユネスコ無形⽂化遺産に登録さ

れました。この喜びを曳⼭町のみならず地域の皆様⽅ともに分かち合うべく、4 ⽉ 11 ⽇に
記念巡⾏を執り⾏う運びとなりました。 

当⽇は新湊市街地の広範囲で交通規制を実施いたします。巡⾏路においては全⾯駐⾞禁
⽌となります。地区の皆様にはご不便をおかけすることとなりますが、何卒ご理解とご協
⼒を賜りますようお願い申し上げます。 

交通規制図を配布いたしますので、回覧等により地域内で周知いただけますと幸いです。 
 

交通規制図 は４枚綴りとなります。 
ｐ.１ 花 ⼭ 全体図 
ｐ.２ 提灯⼭  〃   
ｐ.３ 花 ⼭ 詳細図  
ｐ.４ 提灯⼭  〃   

 
交通規制は曳⼭の巡⾏に合わせて規制範囲を移動しながら⾏います。 
ｐ.１ ｐ.２の全体図では、○囲み数字、ｐ.３ ｐ.４の詳細図では  箇所には、記載の
時間帯に警備員が配置されます。 
また、ｐ.３ ｐ.４の詳細図で   囲み数字の箇所にはカラーコーンを設置しての規制とな
ります。 
 
※規制区域内に⾃宅があるなどの理由で、規制区域内に⾞で⼊りたい場合、警備員が配置
されている箇所では、警備員の曳⼭位置などを踏まえた判断により侵⼊を認められる場合
がありますのでお声がけください。また、カラーコーン設置個所でやむを得ずカラーコー
ンを移動された場合は、必ず元に戻してください。 
 

ご協⼒をお願いいたします。 
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